
 

 
普及促進計画 

 

Ⅰ．地域名 

白河 

 

Ⅱ．図柄の交付期間における普及目標 

令和５年６月末時点の普及率は 1.46％となっており、既に更新基準の普及率 0.6％

を超えている。 

ついては、各種取り組みを継続することにより、現在の水準を維持するとともに、

さらなる普及に努める。 

 

Ⅲ．普及目標達成に向けた普及促進の取組予定 

・デジタルサイネージを活用した広報。 

・チラシ及びリーフレットの設置。 

・導入地域の各自治体ホームページやＳＮＳを用いた周知。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

様式６－２ 


